
（参考） 

 

国立研究開発法人国立がん研究センターの概要について  

 

１．目的 

国立研究開発法人国立がん研究センターは、がんその他の悪性新生物に係る

医療に関し、調査、研究及び技術の開発並びにこれらの業務に密接に関連する

医療の提供、技術者の研修等を行うことにより、国の医療政策として、がんそ

の他の悪性新生物に関する高度かつ専門的な医療の向上を図り、もって公衆衛

生の向上及び増進に寄与することを目的としています。 

 

２．業務内容 

上記の目的を達成するため、次のような業務を行っています。  

① がんその他の悪性新生物に係る医療に関する、調査、研究及び技術の開発 

② ②の業務に密接に関連する医療の提供 

③ がんその他の悪性新生物に係る医療に関する、技術者の研修 

④ ①から③までの業務に係る成果の普及及び政策の提言 

⑤ 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律（平成２０年法律第

６３号）第３４条の６第１項の規定による出資並びに人的及び技術的援助の

うち政令で定めるもの 

⑥ ①から⑤までの業務に附帯する業務 

 

３．国立がん研究センターに所属する施設名及び所在地について 

別紙のとおり 

 

４．その他 

中期目標、中期計画、年度計画等については、国立がん研究センターホーム

ページを閲覧のうえ確認願います。 

  



別紙 

 

（国立がん研究センターに所属する施設の名称及び所在地） 

 名称 所在地 備考 

１ 国立がん研究センター築地地区 東京都中央区  

２ 国立がん研究センター柏地区 千葉県柏市  

 


